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これまでのシーリングと医師偏在の議論

 第３回医師専門研修部会においては、平成30年度の専攻医の動向を踏まえた、シー

リングの検証を一部行ったが、現状のシーリング数では東京都への集中を是正できて
いない実態が明らかになった。加えて、診療科偏在に対して有効な仕組みではない。

 また、医師需給分科会において、医師偏在指標を公表し、各都道府県の医師偏在指
標が明らかになり、大都市圏においても医師が多数ではない県（愛知県、神奈川県）
がシーリングの対象に含まれており、シーリングの見直しが急務である。

 厚生労働大臣は、10月15日付けで「現在専門医機構内で検討を進めている新たな

シーリングの在り方についての検討状況を踏まえ、各専門研修プログラムが都市部以
外の地域に貢献している程度を計る統一的に指標を作成し、より適切なシーリングの
方針を検討し、再来年度の募集に反映すること。」と専門医機構に意見した。

 第３回専門研修部会においても現行のシーリングにおいても東京都に集中しているの
が確認された。また、第4回医師専門研修部会において、各都道府県における診療科
別必要医師数を示したが、平成31年度の募集からシーリング数の根拠として採用す
べきとの意見があった。
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2019年度専攻医募集のシーリングスケジュール

医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会
平成30年度 第３回 参考資料５
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平成31年度専攻医 採用状況 五都府県 【二次募集時点(一次採用含む)】

内科 小児科 皮膚科 精神科 外科
整形
外科

産婦
人科

眼科
耳鼻
咽喉科

泌尿
器科

脳神経
外科

放射
線科

麻酔科 病理
臨床
検査

救急科
形成
外科

リハ
ビリ科

総合
診療科

合計

全国

H31採用＋応募数 2,773 547 321 451 820 512 429 332 280 253 253 232 484 113 17 278 191 69 173 8,528

一次（採用） 2,642 510 298 412 786 478 415 305 264 234 246 214 460 97 11 263 182 63 151 8,031

二次（応募） 131 37 23 39 34 34 14 27 16 19 7 18 24 16 6 15 9 6 22 497

H30採用数 2,670 573 271 441 805 552 441 328 267 274 224 260 495 114 6 267 163 75 184 8,410

五都府
県計

H31採用＋応募数 1,213 243 160 216 373 246 227 150 121 104 118 84 224 49 5 122 98 35 54 3,842

一次（採用） 1,189 237 156 211 359 237 225 139 121 101 117 78 217 40 5 114 97 33 52 3,728

二次（応募） 24 6 4 5 14 9 2 11 0 3 1 6 7 9 0 8 1 2 2 114

(H31ｼｰﾘﾝｸﾞ) (1,346) (341) (175) (227) - (338) - (155) (124) (108) (121) (130) (277) - - (180) (101) (54) - -

H30採用数 1,220 270 160 206 379 259 218 153 123 111 97 116 221 51 4 111 88 37 46 3,870

H31採用＋応募数 513 124 86 95 148 110 126 74 57 50 55 46 104 25 4 57 48 21 23 1,766

東京

一次（採用） 503 124 84 95 146 105 126 69 57 49 55 45 101 19 4 56 48 21 23 1,730

二次（応募） 10 - 2 0 2 5 0 5 0 1 - 1 3 6 0 1 - - 0 36

(H31ｼｰﾘﾝｸﾞ) (541) (124) (88) (96) - (117) - (75) (58) (50) (56) (56) (111) - - (67) (53) (21) - -

H30採用数 535 141 88 108 176 116 102 76 63 51 43 50 105 25 3 58 50 21 13 1,824

H31採用＋応募数 185 26 15 27 53 25 19 19 19 15 11 10 28 4 1 26 17 5 8 513

神奈川

一次（採用） 182 23 15 24 50 24 18 19 19 14 11 9 28 4 1 25 17 4 7 494

二次（応募） 3 3 0 3 3 1 1 0 0 1 - 1 0 0 0 1 - 1 1 19

(H31ｼｰﾘﾝｸﾞ) (188) (56) (22) (35) - (69) - (20) (21) (16) (11) (17) (44) - - (38) (12) (6) - -

H30採用数 176 24 16 25 42 32 28 19 15 15 11 15 28 4 1 24 12 4 6 497

H31採用＋応募数 161 23 22 28 55 25 28 18 14 11 18 6 24 5 0 9 6 7 12 472

愛知

一次（採用） 159 23 22 26 52 25 28 17 14 11 18 5 23 5 0 7 6 6 12 459

二次（応募） 2 0 - 2 3 0 0 1 - - - 1 1 0 0 2 - 1 0 13

(H31ｼｰﾘﾝｸﾞ) (173) (52) (22) (30) - (43) - (18) (14) (11) (18) (18) (33) - - (16) (6) (7) - -

H30採用数 135 30 20 19 51 34 28 18 14 10 12 14 30 8 0 6 5 4 12 450

H31採用＋応募数 211 42 21 38 72 41 31 28 20 19 19 15 37 9 0 21 20 1 6 651

大阪

一次（採用） 206 40 19 38 69 38 30 25 20 18 18 13 34 7 0 18 19 1 6 619

二次（応募） 5 2 2 0 3 3 1 3 - 1 1 2 3 2 0 3 1 0 0 32

(H31ｼｰﾘﾝｸﾞ) (262) (79) (27) (38) - (63) - (31) (20) (19) (19) (24) (55) - - (34) (20) (10) - -

H30採用数 217 46 25 29 71 36 34 30 21 20 15 22 34 7 0 13 18 4 7 649

H31採用＋応募数 143 28 16 28 45 45 23 11 11 9 15 7 31 6 0 9 7 1 5 440

福岡

一次（採用） 139 27 16 28 42 45 23 9 11 9 15 6 31 5 0 8 7 1 4 426

二次（応募） 4 1 - - 3 0 0 2 - 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 14

(H31ｼｰﾘﾝｸﾞ) (182) (30) (16) (28) - (46) - (11) (11) (12) (17) (15) (34) - - (25) (10) (10) - -

H30採用数 157 29 11 25 39 41 26 10 10 15 16 15 24 7 0 10 3 4 8 450

※ 人数は平成31年2月18日時点 出所：日本専門医機構から資料提出

※ 形成外科のシーリングについて、東京都と神奈川県で５名分移動（病院の調整により）→ 東京都 53 →48 名、
神奈川県12 →17名

平成31年度専攻医におけるシーリングの実際
医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会

平成30年度 第４回 参考資料６



順位 都道府県 医師偏在指標 順位 都道府県 医師偏在指標 順位 都道府県 医師偏在指標

全国 238.3 １７位 兵庫県 243.0 ３２位 宮崎県 210.6

１位 東京都 329.0 １８位 奈良県 241.1 ３３位 山口県 210.3

２位 京都府 314.9 １９位 広島県 240.4 ３４位 三重県 208.8

３位 福岡県 300.5 ２０位 大分県 238.0 ３５位 群馬県 208.2

４位 沖縄県 279.3 ２１位 島根県 235.9 ３６位 岐阜県 204.7

５位 岡山県 278.8 ２２位 宮城県 232.7 ３７位 千葉県 200.5

６位 大阪府 274.4 ２３位 神奈川県 231.8 ３８位 長野県 199.6

７位 石川県 270.4 ２４位 愛媛県 231.0 ３９位 静岡県 191.1

８位 徳島県 265.9 ２５位 福井県 230.9 ４０位 山形県 189.4

９位 長崎県 259.4 ２６位 鹿児島県 229.8 ４１位 秋田県 180.6

１０位 和歌山県 257.2 ２７位 愛知県 225.3 ４２位 茨城県 179.3

１１位 鳥取県 255.0 ２８位 北海道 222.0 ４３位 埼玉県 178.7

１２位 高知県 254.3 ２９位 栃木県 216.7 ４４位 福島県 177.4

１３位 佐賀県 251.3 ３０位 山梨県 216.4 ４５位 青森県 172.1

１４位 熊本県 248.5 ３１位 富山県 216.2 ４６位 新潟県 169.8

１５位 香川県 247.8 ４７位 岩手県 169.3

１６位 滋賀県 243.5

各都道府県の医師偏在指標 医師需給分科会
第28回 参考資料２から数値を引用

5医師多数県 医師少数県



平成30年度専攻医調査
(11月調査)

【参考】医師・歯科医師・薬剤師調査〈医籍登録３年目〉の医師数（県別）
※「その他」等の不詳な項目は除外

H30.11月時点 H28年度 H26年度 H24年度
北海道 252 3.7% 236 3.3% 224 3.2% 236 3.5%
青森県 51 0.8% 47 0.7% 58 0.8% 43 0.6%
岩手県 56 0.8% 57 0.8% 60 0.9% 67 1.0%
宮城県 107 1.6% 123 1.7% 91 1.3% 97 1.4%
秋田県 52 0.8% 51 0.7% 62 0.9% 55 0.8%
山形県 29 0.4% 62 0.9% 53 0.8% 76 1.1%
福島県 27 0.4% 83 1.2% 57 0.8% 57 0.8%
茨城県 137 2.0% 124 1.8% 100 1.4% 105 1.5%
栃木県 119 1.8% 116 1.6% 99 1.4% 82 1.2%
群馬県 74 1.1% 69 1.0% 77 1.1% 59 0.9%
埼玉県 179 2.6% 178 2.5% 156 2.2% 149 2.2%
千葉県 249 3.7% 280 4.0% 250 3.6% 239 3.5%
東京都 1,327 19.5% 1,233 17.4% 1,309 18.8% 1,240 18.3%
神奈川県 509 7.5% 484 6.8% 477 6.9% 470 6.9%
新潟県 99 1.5% 73 1.0% 70 1.0% 78 1.1%
富山県 50 0.7% 42 0.6% 45 0.6% 44 0.6%
石川県 55 0.8% 84 1.2% 107 1.5% 85 1.3%
福井県 34 0.5% 51 0.7% 43 0.6% 54 0.8%
山梨県 31 0.5% 48 0.7% 38 0.5% 37 0.5%
長野県 100 1.5% 95 1.3% 87 1.3% 96 1.4%
岐阜県 85 1.3% 79 1.1% 88 1.3% 83 1.2%
静岡県 124 1.8% 149 2.1% 157 2.3% 136 2.0%
愛知県 382 5.6% 422 6.0% 397 5.7% 472 6.9%
三重県 90 1.3% 86 1.2% 72 1.0% 74 1.1%

「平成30年度専攻医プログラム」と「三師調査」の比較表（都道府県別）.................
医師専門研修部会
第３回 資料４・改
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平成30年度専攻医調査
(11月調査)

【参考】医師・歯科医師・薬剤師調査〈医籍登録３年目〉の医師数（県別）
※「その他」等の不詳な項目は除外

H30.11月時点 H28年度 H26年度 H24年度
滋賀県 81 1.2% 66 0.9% 70 1.0% 64 0.9%
京都府 235 3.5% 179 2.5% 221 3.2% 202 3.0%
大阪府 540 7.9% 573 8.1% 554 8.0% 588 8.7%
兵庫県 268 3.9% 331 4.7% 292 4.2% 273 4.0%
奈良県 82 1.2% 69 1.0% 77 1.1% 65 1.0%
和歌山県 9 0.1% 72 1.0% 52 0.7% 51 0.8%
鳥取県 31 0.5% 38 0.5% 42 0.6% 26 0.4%
島根県 26 0.4% 39 0.6% 31 0.4% 28 0.4%
岡山県 173 2.5% 163 2.3% 143 2.1% 134 2.0%
広島県 101 1.5% 157 2.2% 136 2.0% 146 2.1%
山口県 45 0.7% 54 0.8% 56 0.8% 58 0.9%
徳島県 55 0.8% 50 0.7% 48 0.7% 48 0.7%
香川県 43 0.6% 47 0.7% 57 0.8% 61 0.9%
愛媛県 72 1.1% 65 0.9% 76 1.1% 51 0.8%
高知県 50 0.7% 50 0.7% 38 0.5% 39 0.6%
福岡県 307 4.5% 389 5.5% 414 6.0% 365 5.4%
佐賀県 24 0.4% 57 0.8% 46 0.7% 51 0.8%
長崎県 48 0.7% 71 1.0% 85 1.2% 72 1.1%
熊本県 103 1.5% 104 1.5% 105 1.5% 90 1.3%
大分県 61 0.9% 57 0.8% 45 0.6% 58 0.9%
宮崎県 35 0.5% 43 0.6% 48 0.7% 35 0.5%
鹿児島県 77 1.1% 66 0.9% 67 1.0% 79 1.2%
沖縄県 109 1.6% 73 1.0% 76 1.1% 74 1.1%
合計 6,793 100.0% 7,085 100.0% 6,956 100.0% 6,792 100.0%

「平成30年度専攻医プログラム」と「三師調査」の比較表（都道府県別）.................
医師専門研修部会
第３回 資料４・改

7



※内科 ・・（平成８～18年）内科、呼吸器科、循環器科、消化器科（胃腸科）、神経内科、アレルギー科、リウマチ科、心療内科
（平成20～28年）内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー、リウマチ、心療内科、神経内科

※外科 ・・（平成６～18年）外科、呼吸器外科、心臓血管外科、気管食道科、こう門科、小児外科
（平成20～28年）外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、肛門外科、小児外科

※平成18年調査から「研修医」という項目が新設された

診療科別医師数の推移（平成６年を1.0とした場合）

出典：平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査

平成 （年）

○ 多くの診療科で医師は増加傾向にある。
○ 減少傾向にあった産婦人科・外科においても、増加傾向に転じている。
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医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会
平成30年度 第１回 資料
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〇 医師の働き方改革に関する検討会においては、2024年度以降、診療に従事する勤務医全員
に、原則として、年960時間の時間外労働上限規制が適用される方向で議論が進んでいる※。
※ 一部の医療機関においては、地域医療暫定特例水準を適用

○ 特に病院常勤勤務医師については、４割を超える医師が、年960時間の時間外労働に相当す
る週60時間以上の勤務を行っているが、その割合は、診療科間で２倍近くの差が生じている状
態。

○ こうした状況を１日でも早く適正化し、勤務医の勤務環境を改善するためには、
・ まずは、2024年に向けて、都道府県・診療科ごとにできる限り多くの医師が、時間外労働が年
960時間以下となるよう必要な医師を確保し、
・ 地域医療暫定特例水準の終了目標である2036年に向けて、１年でも早く特例水準を下げ、特

例自体を確実に終了できるよう都道府県・診療科ごとに必要な医師を確保することが急務であ
る。

診療科・地域における医師偏在と医師の働き方改革との関係について



○診療科別週当たり勤務時間60時間以上の割合でみると、診療科間で２倍近くの差が生じる。
○診療科別週当たり勤務時間60時間以上の割合は、産婦人科で約53％、臨床研修医48％、救急科約
48％、外科系約47％と半数程度である。

10

割合

※ 病院勤務の常勤医師のみ

※ 診療時間：外来診療、入院診療、在宅診療に従事した時間。 診療外時間：教育、研究・自己研修、会議・管理業務等に従事した時間。 待機時間：当直の時間（通常の勤務時間とは別に、院内に待機して応急患者に対して診療等の対応を

行う時間。実際に患者に対して診療等の対応を行った時間は診療時間にあたる。）のうち診療時間及び診療外時間以外の時間。 勤務時間：診療時間、診療外時間、待機時間の合計（オンコールの待機時間は勤務時間から除外した。オン

コールは、通常の勤務時間とは別に、院外に待機して応急患者に対して診療等の対応を行うこと）。

※ 「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」（平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）結果を基に医政局医事課で作成

週当たり勤務時間60時間以上の病院常勤医師の診療科別割合
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診療科別医師数の推移（平成6年度の医師数を１とした平成28年時点での医師数の比）

週当たり勤務時間60時間以上の病院常勤医師の診療科別割合

勤務時間と診療科偏在の関係性

麻酔科医

放射線科医

精神科医

産婦人科医

外科医

小児科医

内科医

全体

※ 「週当たり勤務時間60時間以上の病院常勤医師の診療科別割合は、「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」を活用（平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）

※ 診療科別医師数の推移は「平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査」の結果を基に医政局医事課で算出 11



時間外労働上限規制の枠組み全体の整理（案）

 時間外労働及び休日労働は必要最小限にとどめるべきであることに、労使は十分留意。
 36協定の労使協議の場を活用して、労働時間短縮策の話し合いを労使間で行う。

左記の時間数
は、その時間ま
での労働を強制
するものではな
く、労使間で合
意し、36協定を
結べば働くこと
が可能となる時
間であることに

留意

✓ 36協定上は、日・月・年単位での上限を定める必要あり
✓ 対象労働者の範囲や時間外労働を行う業務の種類等も、36協定上に規定する必要あり
✓ 「臨時的な必要がある場合」について規定する場合には、健康福祉を確保する措置を36協定に規定し、実施する必要あり
✓ 「地域医療確保暫定特例水準の適用」や、「月100時間以上の時間外労働」について規定する場合には、追加的健康確保措置について

36協定に規定し、実施する必要あり

改
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2024年４月とその後に向けた改革のイメージ②・・・・・・・・・・・

病院勤務医の働き方の変化のイメージ ※集中的技能向上水準の対象業務を除く

 2024.4以降、地域医療確保暫定特例水準・集中的技能向上水準を超える時間外労働の医師は存在してはならないこ
ととなり、地域医療確保暫定特例水準対象の医師についても、時間外労働が年960時間以内となるよう労働時間短縮
に取り組んでいく。

13



地域医療確保暫定特例水準の終了目標年限（案）

 地域医療確保暫定特例水準が適用される医療機関・医師については、「診療従事勤務医に2024年度以降適用される
水準」（Ａ）である年960時間（案）に近づけるための支援を強力に行うことにより時間外労働の短縮を図り、一定
の年数経過後に暫定特例水準の適用の終了を目指すこととしてはどうか。

年度
事項 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 203 0 203 1 203 2 2033 203 4 203 5 2036

地
域
医
療
計
画
・

地
域
医
療
構
想

医
師
養
成

時
間
外
労
働
上
限
規
制

第８次医療計画
（
中

間見
直
し
）

（
中

間見
直
し
）

（
医
師
確
保
計
画
に
基

づ
く
地
域
枠
・
地
元
枠

の
増
員
開
始
）

施
行

実態調査、医師の労働時間短縮
のための実効的な支援策（マネ
ジメント改革、特定行為研修制
度のパッケージ化等）により暫
定特例水準の対象をなるべく少
なくする努力

（
実
態
調
査
・
検
討
）

実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検討

（
達

成目
標
年
）

第９次医療計画
（
見
直
し
）

医師偏在対策においては、地域枠・地元枠の増員効果が
ある程度蓄積した時点で、都道府県における医師の需給
均衡を達成するという考え方で、達成目標年を設定（医
師需給分科会で議論）。

暫
定
特
例
水
準
の
適
用

終
了
目
標

（
実
態
調
査
・
検
討
）

（
実
態
調
査
・
検
討
）

2036.3

第７次医療計画

改
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• シーリングの対象とシーリング数については必要医師数および必要養成
数を基に根拠ある新しいシーリングの考え方を導入するのはどうか。

• 具体的な、シーリングの対象となる都道府県別の診療科とシーリング数
は次頁に示す。

• 今回の必要医師数の算出において、総合的な診療領域である、救急科
と総合診療科の役割について別途検討することを前提としているため、
平成31年度の専攻医募集においては、シーリングの対象外としてはどう
か。

平成31年度募集のシーリングの提案（案）

〇 医師の地理的偏在、診療科偏在対策として、また医師の働き方改革に関する検討会
における議論を踏まえて、下記のように平成31年度専攻医募集のシーリング案を考え
てはどうか。
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（A） （B） （C）  （D）  （I） （E）

2
0
1
6
年
医
師
数
（

仕
事
量
）

必
要
医
師
数
（

勤
務
時
間
調
整
後
）

必
要
医
師
数
（

勤
務
時
間
補
正
後
）

必
要
医
師
数
（

勤
務
時
間
補
正
後
）

必
要
医
師
数
（

勤
務
時
間
補
正
後
）

2
0
1
6
年
の
医
師
数
を

維
持
す
る
た
め
の
年
間
養
成
数

2
0
2
4
年
の
必
要
医
師
数
を

達
成
す
る
た
め
の
年
間
養
成
数

2
0
3
0
年
の
必
要
医
師
数
を

達
成
す
る
た
め
の
年
間
養
成
数

2
0
3
6
年
の
必
要
医
師
数
を

達
成
す
る
た
め
の
年
間
養
成
数

シ
ー

リ
ン
グ
案
（

連
携
枠
を
含
む
）

【

参
考
】

2
0
1
8
年
度

専
攻
医
採
用
数

麻酔科

千葉県 344 465 480 482 469 9 24 18 15 7

東京都 1,320 1,094 1,134 1,157 1,148 30 9 19 21 95 105

神奈川県 639 667 693 702 690 15 21 20 18 28

新潟県 105 195 189 183 175 3 13 8 6 7

富山県 90 89 88 85 82 2 2 2 2 7 7

外科

千葉県 1,262 1,516 1,566 1,572 1,530 39 74 61 53 26

東京都 3,482 3,566 3,698 3,773 3,742 102 127 122 115 176

神奈川県 1,530 2,172 2,260 2,289 2,248 45 130 99 83 42

新潟県 373 634 616 598 572 12 40 28 23 8

富山県 229 292 286 278 266 7 14 11 9 6

必要養成数に係る推計2016年 2024年 2030年 2036年

1. シーリングの対象とする各都道府県の診療科は、2016年医師数（仕事量）（A）が、必要医師数（勤務時間調整後）(B)および
2024年の必要医師数（勤務時間補正後）(C)と同数あるいは上回る診療科としてはどうか。

2. シーリング数（連携プログラム分を含む）(I)は、「2018年と2019年の平均採用数」(E)から、「2024年の必要医師数を達成する
ための年間養成数」と「平均採用数」の差分(E-D)の一定割合(例えば20%）を引いた数(E-(E-D)×20%)としてはどうか。

シーリングの対象とシーリング数の考え方(案)

≧

≦ シーリング対象外

or

or

シーリング対象

現状の医師数（A）が必要医師数(B,C)を上回っている場合は、シーリング対象とする。

現状の医師数（A）が必要医師数(B,C)を下回っている場合は、シーリング対象外とする。

今後2019年度を含めた
採用数平均を活用

105-(105-9)x0.20≒86

<例:一定割合を20%とした場合>

86

※ 計算上の「シーリング数」が2024年・2030年・2036年の必要医師数を達成するための年間養成数を上回る場合については、その最大の値をシーリング数とした。
※ シーリング数が２未満のときは２とした。また、シーリング数の端数は、四捨五入とした。 16



１．シーリング対象都道府県診療科（A県）からの医師少数県（B県）へ連携プログラムの打診
– シーリングの対象となっている都道府県診療科（A県）の連携プログラム分の定員数は、各都道府県別の診療科における

「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数(D)」と「前年度の採用数(E)」の差分の一定割合（例えば10%分）としては
どうか。

２．医師少数県からの連携プログラムの定員枠提示
– 医師少数県（B県）は、打診のあったシーリング対象の都道府県診療科（A県）の病院に対して連携プログラムの定員数を提示。

３．連携プログラムによる医師少数県都道府県への貢献
– 原則として連携プログラムは、当該都道府県（医師少数県）で50%以上の研修を行うこととしてはどうか。また、該当都道府県は

専門研修終了後、一定の期間、当該都道府県での従事などを課すことができるとしてはどうか。

連携プログラムの作成の仕方（案）

A県 B県

例：A県C診療科の連携プログラム定員数（10%の場合）
2024年の必要医師数を達成するための年間養成数(D)：100名、前年度の採用数(E)：400名
連携プログラム分定員数＝ [前年度の採用数(E)- 2024年の必要医師数を達成するための年間要請数(D)]×10%＝30名

１．A県の専門研修プログラムからの
連携プログラム作成の依頼

２．B県連携プログラム定員数の提示

３．連携プログラムのうち50％以上はB県で研修

〇 都道府県の医師専門研修プログラムの整備状況から考えた場合、都道府県の中には、十分な研修体制を整備
できないことが影響し、専攻医が不足している県がある。シーリング対象の都道府県診療科において、特に都市
部の研修環境が整った病院と医師少数県が共同してプログラムを作成し、シーリング対象の都道府県のプログラ
ムの一部（例えば10％分）を連携プログラムとして募集することを、必須としてはどうか。

医師少数県シーリング対象

17



• 第3回専門研修部会においては、地域貢献率の定義案を事務局が提案し、都市部に

おけるプログラム定員設の割り振りをする際の一定の基準にするべきであるとの意見
があった。

• 各都道府県の中においては、地域貢献率が高いプログラムを優先して定員を配置す
ることとしてはどうか。

• 特にシーリング対象の診療科が連携プログラムを可能とする条件として、地域貢献率
が20％以上にすることとしてはどうか。ただし、地域貢献率の算出においては、連携
プログラムを含まないこととする。

• 都道府県別の医師偏在指標等も勘案して、地域貢献率の定義を改めて検討してはど
うか。

シーリングの対象となる都道府県別診療科における定員の考え方

〇 これまでシーリングの対象となる診療科においては、地域医療への貢献の観点から、各プログラ
ムにおける定員の配分の方法に一定のルールが必要との意見もある。そのため下記の通り、シーリ
ング対象診療科における、各都道府県の定員の定め方を下記の通り検討してはどうか。
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(A県の専門研修プログラムの
地域貢献率)=

Σ(各専攻医の５都府県以外の道府県で研修を実施している期間×A県登録の専攻医)

Σ(各専攻医専門研修プログラムの総研修期間×A県専攻医の専攻医)

東京都の専門研修プログラム
の地域貢献率（1年目）

東京都の専門研修プログラム
の地域貢献率（2年目）

東京都の専門研修プログラム
の地域貢献率（3年目）

東京都の専門研修プログラム
の地域貢献率（1-3年目平均）

10.59% 14.44% 11.47% 12.17%

大阪府の専門研修プログラム
の地域貢献率（1年目）

大阪府の専門研修プログラム
の地域貢献率（2年目）

大阪府の専門研修プログラム
の地域貢献率（3年目）

大阪府の専門研修プログラム
の地域貢献率（1-3年目平均）

3.90% 8.47% 6.24% 6.20%

愛知県の専門研修プログラム
の地域貢献率（1年目）

愛知県の専門研修プログラム
の地域貢献率（2年目）

愛知県の専門研修プログラム
の地域貢献率（3年目）

愛知県の専門研修プログラム
の地域貢献率（1-3年目平均）

3.32% 5.08% 4.74% 4.38%

福岡県の専門研修プログラム
の地域貢献率（1年目）

福岡県の専門研修プログラム
の地域貢献率（2年目）

福岡県の専門研修プログラム
の地域貢献率（3年目）

福岡県の専門研修プログラム
の地域貢献率（1-3年目平均）

3.98% 8.48% 6.83% 6.43%

神奈川県の専門研修プログラム
の地域貢献率（1年目）

神奈川県の専門研修プログラム
の地域貢献率（2年目）

神奈川県の専門研修プログラム
の地域貢献率（3年目）

神奈川県の専門研修プログラム
の地域貢献率（1-3年目平均）

2.78% 3.05% 3.43% 3.09%

五都府県における2018年度専門研修プログラムの地域貢献率
医師専門研修部会

第３回 資料３
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平成30年度専門研修プログラム診療科別地域貢献率
(東京都プログラム)

20

診療科 内科 小児科 皮膚科 精神科 外科
整形
外科

産婦
人科

眼科
耳鼻
咽喉

泌尿器
科

採用数
2,670
(31.7%)

573
(6.8%)

271
(3.2%)

441
(5.2%)

805
(9.6%)

552
(6.6%)

441
(5.2%)

328
(3.9%)

267
(3.2%)

274
(3.3%)

東京都の
地域貢献率
（※１）

6.5％ 21.8％ 7.2％ 11.9％ 13.4％ 20.6％ 20.3％ 14.2％ 19.9％ 13.9％

三師調査に基
づく移動率（3
年から5年目）

（※２）

12.5% 29.5% 12.7% 10.6% 0.9% 39.3% 4.7% 32.1% 30.4% 45.9%

診療科
脳神
経外

放射
線科

麻酔
科

病理
臨床
検査

救急
形成
外科

リハ
ビリ

総合
診療

合計

採用数 224
(2.7%)

260
(3.1%)

495
(5.9%)

114
(1.4%)

6
(0.1%)

267
(3.2%)

163
(1.9%)

75
(0.9%)

184
(2.2%)

8,410

東京都の
地域貢献率
（※１）

19.1％ 8.4％ 13.6％ 6.7％ 10.4％ 2.4％ 15.5％ 3.3％ 6.0％ 12.2％

三師調査に基
づく移動率（3
年から5年目）

（※２）

20.0％ 18.9％ 15.2% -37.5% 100.0% 46% 11.4% -75.0% 17.6%

（参考：日本専門医機構提供資料）
※１ 「専門研修プログラムにおける「専攻医」ごとの専門研修スケジュールに関する調査」
※２ 厚生労働省 医師・歯科医師・薬剤師調査（H26及びH28調査）の医籍登録 ３～５年の医療施設従事医師数（平均）

＊太字は採用数350人を超える主要診療科

医師専門研修部会
第３回 資料３－４


